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昨年度よりコメデイカル推進委員会ではワー

キンググループによる気管吸引ガ イドラインの

作成を行ってきた。 この背景には、①病院内で

実際に呼吸管理を行っているのは医師、 看護師

だけでなく理学療法土やMEであり 、しかも気

管吸引は呼吸管理の一部として非常に重要であ

ること、②しかし、気管吸引は基本的には医師

と看護師にしか認められていないこと、③コ メ

デイ カルスタッフにも気管吸引を認めてもらう

ためには手技が安全に行なわれるためのガイド

ラインが不可欠で=あるが標準的なものがわが国

にはない、といった状況がある。在宅医療にお

いては家族や養護学校教員にも吸引が認められ

てきており、院内においても相当な知識と技術

を有するコメデイカルスタッフがメデイカルコ

ントロール下に気管吸引を行なうことは困難な

ことではなく 、呼吸管理におけるその有用性は

非常に大きいと言える。

多くの施設では施設ごとにAARCのガイドラ

インを基にしたものが用いられているようであ

るが、その一方でローカルメソッ ドも見受けら

れる。本学会として他の呼吸管理に関係する諸

学会とタイ アップし本邦のスタンダードとなる

ガイ ドラインを作成することの意義は大である

と考える。

ガイドラインはエビデンスに基づいて作成さ

れるべきだが、内外に十分なエピデンスがある

とは言えないのも事実である。学会としてエビ

デンスを得られるスタディ ーを推進することを

考慮すべきかもしれない。

医療の各分野では標準化が進んでいるがガイ

ドラインは標準化の重要な要素であり本邦の実

情にあったガイドラインの作成が今後、呼吸管

理の分野で気管吸引以外でも必要になってくる

と恩われる。


